
拝啓 時下益の御清祥のこととお慶び申し上げます。

健康保険及び厚生年金保険の事業運営に当たって

は平素から格段のご尽力をいただき厚くお礼申し上

げます。

さて、短時間就労者（いわゆるパートタイマー）

にかかる健康保険及び厚生年金保険の被保険者資格

の取扱いについては、各都道府県、社会保険事務所

において、当該地方の実情等を勘案し、各個別に取

扱基準を定めるなどによりその運用が行われている

ところです。

もとより、健康保険及び厚生年金保険が適用され

るべきか否かは、健康保険法及び厚生年金保険法の

趣旨から当該就労者が当該事業所と常用的使用閲係

にあるかどうかにより判断すべきものですが、短時

間就労者が当該事業所と常用的使用関係にあるかど

うかについては、今後の適用に当たり次の点に留意

すべきであると考えます。

1 常用的使用関係にあるか否かは、当該就労者の

労働日数、労働時間、就労形態、職務内容等を総

合的に勘案して認定すべきものであること。

2 その場合、 1 日又は 1週の所定労働時間及び 1

月の所定労働日数が当該事業所において同種の業

務に従事する通常の就労者の所定労働時間及び所

定労働日数のおおむね 4分の 3以上である就労者

については、原則として健康保険及び厚生年金保

険の被保険者として取り扱うべきものであること。

3 2に該当する者以外の者であっても 1の趣旨に

従い、被保険者として取り扱うことが適当な場合

があると考えられるので、その認定に当たっては、

当該就労者の就労の形態等個々具体的事例に即し

て判断すべきものであること。

なお、貴管下健康保険組合に対する周知方につき

ましても、併せて御配意願います。

以上、要用のみ御連絡申し上げます。
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